
【令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況 正誤表】 

 
訂正箇所 正 誤 

１ページ 

Ⅰ 調査等の状況 

１ 所得税の調査等

の状況 

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 1,948 件（前事

務年度 2,086 件）、着眼調査が 562 件（同 721 件）であ

り、簡易な接触の件数は 23,944 件（同 32,282 件）となっ

ています。 

 これらの調査等の合計件数は 26,454 件（同 35,089 件）で

あり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 19,774

件（同 24,870 件）となっています。 

 

⑵ 申告漏れ所得（調査等の対象となった全ての年分の合計）

金額の状況 

 実地調査による申告漏れ所得金額は、21,799 百万円（同

20,853 百万円）であり、そのうち特別調査・一般調査に

よるものは 20,236 百万円（同 18,812 百万円）、着眼調査

によるものは 1,562 百万円（同 2,040 百万円）となってい

ます。 

 また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は 30,294 百万

円（同 35,111 百万円）となっており、調査等合計では

52,093 百万円（同 55,964 百万円）となっています。 

 

⑶ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、3,906 百万円（同 3,675 百万

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 1,948 件（前事

務年度 2,086 件）、着眼調査が 562 件（同 721 件）であ

り、簡易な接触の件数は 23,806 件（同 32,282 件）となっ

ています。 

 これらの調査等の合計件数は 26,316 件（同 35,089 件）で

あり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 19,759

件（同 24,870 件）となっています。 

 

⑵ 申告漏れ所得（調査等の対象となった全ての年分の合計）

金額の状況 

 実地調査による申告漏れ所得金額は、21,799 百万円（同

20,853 百万円）であり、そのうち特別調査・一般調査に

よるものは 20,236 百万円（同 18,812 百万円）、着眼調査

によるものは 1,562 百万円（同 2,040 百万円）となってい

ます。 

 また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は 30,187 百万

円（同 35,111 百万円）となっており、調査等合計では

51,985 百万円（同 55,964 百万円）となっています。 

 

⑶ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、3,906 百万円（同 3,675 百万
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円）であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは

3,823 百万円（同 3,565 百万円）、着眼調査によるものは

83 百万円（同 111 百万円）となっています。 

なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、

1,556 千円（同 1,309 千円）となっており、前事務年度に

比べ増加しています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 1,235 百万円（同

2,727 百万円）となっており、調査等合計では 5,141 百万

円（同 6,402 百万円）となっています。 

円）であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは

3,823 百万円（同 3,565 百万円）、着眼調査によるものは

83 百万円（同 111 百万円）となっています。 

なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、

1,556 千円（同 1,309 千円）となっており、前事務年度に

比べ増加しています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 1,227 百万円（同

2,727 百万円）となっており、調査等合計では 5,133 百万

円（同 6,402 百万円）となっています。 

※下線部が訂正箇所である。 
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訂正箇所 正 誤 

２ページ 

○所得税の調査等

の状況 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計

の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。 

   ４ 追徴税額（本税）には、復興特別所得税額を含む。 

   ５ 実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。 

 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計

の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。 

   ４ 追徴税額（本税）には、復興特別所得税額を含む。 

   ５ 実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。 

 

 

※下線部が訂正箇所である。 
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※下線部が訂正箇所である。 

訂正箇所 正 誤 

４ページ 

Ⅰ 調査等の状況 

２ 消費税（個人事

業者）の調査等の

状況 

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 1,098 件（前事

務年度 1,110 件）、着眼調査が 240 件（同 238 件）であり、

簡易な接触の件数は 1,887 件（同 2,098 件）となっていま

す。 

 これらの調査等の合計件数は 3,225 件（同 3,446 件）であ

り、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 2,118 件

（同 2,533 件）となっています。 

 

⑵ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、1,286 百万円（同 1,003 百万

円）であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは

1,253 百万円（同 966 百万円）、着眼調査によるものは 33

百万円（同 36百万円）となっています。 

 なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、961

千円（同 744 千円）となっており、前事務年度に比べ増加

しています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 185 百万円（同 284 百

万円）となっており、調査等合計では 1,471 百万円（同

1,287 百万円）となっています。 

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 1,098 件（前事

務年度 1,110 件）、着眼調査が 240 件（同 238 件）であ

り、簡易な接触の件数は 1,885 件（同 2,098 件）となって

います。 

 これらの調査等の合計件数は 3,223 件（同 3,446 件）であ

り、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 2,116 件

（同 2,533 件）となっています。 

 

⑵ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、1,286 百万円（同 1,003 百万

円）であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは

1,253 百万円（同 966 百万円）、着眼調査によるものは 33

百万円（同 36百万円）となっています。 

 なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、

961 千円（同 744 千円）となっており、前事務年度に比べ

増加しています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 184 百万円（同 284 百

万円）となっており、調査等合計では 1,470 百万円（同

1,287 百万円）となっています。 
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訂正箇所 正 誤 

４ページ 

○消費税（個人事

業者）の調査等

の状況 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計

の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

３ 消費税の追徴税額には、地方消費税（譲渡割額）を含む。 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計

の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 消費税の追徴税額には、地方消費税（譲渡割額）を含む。 

 

※下線部が訂正箇所である。 
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訂正箇所 正 誤 

岡山県版 

１ページ 

Ⅰ 調査等の状況 

１ 所得税の調査等

の状況 

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 462 件（前事務

年度 444 件）、着眼調査が 114 件（同 99 件）であり、簡易

な接触の件数は 6,530 件（同 7,393 件）となっています。 

 これらの調査等の合計件数は 7,106 件（同 7,936 件）であ

り、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 5,144 件

（同 5,344 件）となっています。 

 

⑵ 申告漏れ所得（調査等の対象となった全ての年分の合計）

金額の状況 

 実地調査による申告漏れ所得金額は、5,218 百万円（同

4,893 百万円）であり、そのうち特別調査・一般調査によ

るものは 4,763 百万円（同 4,563 百万円）、着眼調査によ

るものは 455 百万円（同 330 百万円）となっています。 

 また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は 9,119 百万円

（同 7,924 百万円）となっており、調査等合計では

14,337 百万円（同 12,818 百万円）となっています。 

 

⑶ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、913 百万円（同 855 百万円）

であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは 893 百

万円（同 839 百万円）、着眼調査によるものは 20百万円

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 462 件（前事務

年度 444 件）、着眼調査が 114 件（同 99 件）であり、簡易

な接触の件数は 6,447 件（同 7,393 件）となっています。 

 これらの調査等の合計件数は 7,023 件（同 7,936 件）であ

り、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 5,138 件

（同 5,344 件）となっています。 

 

⑵ 申告漏れ所得（調査等の対象となった全ての年分の合計）

金額の状況 

 実地調査による申告漏れ所得金額は、5,218 百万円（同

4,893 百万円）であり、そのうち特別調査・一般調査によ

るものは 4,763 百万円（同 4,563 百万円）、着眼調査によ

るものは 455 百万円（同 330 百万円）となっています。 

 また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は 9,070 百万円

（同 7,924 百万円）となっており、調査等合計では

14,288 百万円（同 12,818 百万円）となっています。 

 

⑶ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、913 百万円（同 855 百万円）

であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは 893 百

万円（同 839 百万円）、着眼調査によるものは 20百万円
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（同 16 百万円）となっています。 

なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると

1,585 千円（同 1,574 千円）となっており、前事務年度と

比べほぼ横ばいとなっています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 371 百万円（同 445 百

万円）となっており、調査等合計では 1,284 百万円（同

1,300 百万円）となっています。 

（同 16 百万円）となっています。 

なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると

1,585 千円（同 1,574 千円）となっており、前事務年度と

比べほぼ横ばいとなっています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 367 百万円（同 445 百

万円）となっており、調査等合計では 1,280 百万円（同

1,300 百万円）となっています。 

※下線部が訂正箇所である。 
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訂正箇所 正 誤 

岡山県版 

２ページ 

○所得税の調査等

の状況 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計

の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。 

   ４ 追徴税額（本税）には、復興特別所得税額を含む。 

   ５ 実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。 

 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計

の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。 

   ４ 追徴税額（本税）には、復興特別所得税額を含む。 

   ５ 実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。 

 

 

※下線部が訂正箇所である。 
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※下線部が訂正箇所である。 

訂正箇所 正 誤 

岡山県版 

４ページ 

Ⅰ 調査等の状況 

２ 消費税（個人

事業者）の調査

等の状況 

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 243 件（前事務

年度 223 件）、着眼調査が 43件（同 36 件）であり、簡易な

接触の件数は 673 件（同 602 件）となっています。 

 これらの調査等の合計件数は 959 件（同 861 件）であり、

そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 612 件（同 594

件）となっています。 

 

⑵ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、307 百万円（同 274 百万円）で

あり、そのうち特別調査・一般調査によるものは 298 百万

円（同 269 百万円）、着眼調査によるものは９百万円（同５

百万円）となっています。 

 なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、

1,073 千円（同 1,057 千円）となっており、前事務年度と比

べほぼ横ばいとなっています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 79百万円（同 89百万

円）となっており、調査等合計では 386 百万円（同 363 百

万円）となっています。 

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 243 件（前事務

年度 223 件）、着眼調査が 43件（同 36 件）であり、簡易な

接触の件数は 672 件（同 602 件）となっています。 

 これらの調査等の合計件数は 958 件（同 861 件）であり、

そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 611 件（同 594

件）となっています。 

 

⑵ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、307 百万円（同 274 百万円）で

あり、そのうち特別調査・一般調査によるものは 298 百万

円（同 269 百万円）、着眼調査によるものは９百万円（同５

百万円）となっています。 

 なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、

1,073 千円（同 1,057 千円）となっており、前事務年度と比

べほぼ横ばいとなっています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 78百万円（同 89百万

円）となっており、調査等合計では 385 百万円（同 363 百

万円）となっています。 
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訂正箇所 正 誤 

岡山県版 

４ページ 

○消費税（個人事

業者）の調査等

の状況 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の

計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

３ 消費税の追徴税額には、地方消費税（譲渡割額）を含む。 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の

計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 消費税の追徴税額には、地方消費税（譲渡割額）を含む。 

 

※下線部が訂正箇所である。 
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訂正箇所 正 誤 

広島県版 

１ページ 

Ⅰ 調査等の状況 

１ 所得税の調査等

の状況 

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 818 件（前事務

年度 715 件）、着眼調査が 213 件（同 300 件）であり、簡

易な接触の件数は 9,975 件（同 12,717 件）となっていま

す。 

 これらの調査等の合計件数は 11,006 件（同 13,732 件）で

あり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 8,068 件

（同 9,812 件）となっています。 

 

⑵ 申告漏れ所得（調査等の対象となった全ての年分の合計）

金額の状況 

 実地調査による申告漏れ所得金額は、8,933 百万円（同

7,699 百万円）であり、そのうち特別調査・一般調査によ

るものは 8,467 百万円（同 6,870 百万円）、着眼調査によ

るものは 466 百万円（同 829 百万円）となっています。 

 また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は 11,467 百万

円（同 14,365 百万円）となっており、調査等合計では

20,400 百万円（同 22,064 百万円）となっています。 

 

⑶ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、1,582 百万円（同 1,405 百万

円）であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 818 件（前事務

年度 715 件）、着眼調査が 213 件（同 300 件）であり、簡

易な接触の件数は 9,922 件（同 12,717 件）となっていま

す。 

 これらの調査等の合計件数は 10,953 件（同 13,732 件）で

あり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 8,060 件

（同 9,812 件）となっています。 

 

⑵ 申告漏れ所得（調査等の対象となった全ての年分の合計）

金額の状況 

 実地調査による申告漏れ所得金額は、8,933 百万円（同

7,699 百万円）であり、そのうち特別調査・一般調査によ

るものは 8,467 百万円（同 6,870 百万円）、着眼調査によ

るものは 466 百万円（同 829 百万円）となっています。 

 また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は 11,412 百万

円（同 14,365 百万円）となっており、調査等合計では

20,346 百万円（同 22,064 百万円）となっています。 

 

⑶ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、1,582 百万円（同 1,405 百万

円）であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは
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1,555 百万円（同 1,349 百万円）、着眼調査によるものは

26 百万円（同 55 百万円）となっています。 

なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、

1,534 千円（同 1,384 千円）となっており、前事務年度に

比べ増加しています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 495 百万円（同 587 百

万円）となっており、調査等合計では 2,076 百万円（同

1,992 百万円）となっています。 

1,555 百万円（同 1,349 百万円）、着眼調査によるものは

26 百万円（同 55 百万円）となっています。 

なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、

1,534 千円（同 1,384 千円）となっており、前事務年度に

比べ増加しています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 490 百万円（同 587 百

万円）となっており、調査等合計では 2,072 百万円（同

1,992 百万円）となっています。 

 

※下線部が訂正箇所である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況 正誤表】 

 
訂正箇所 正 誤 

広島県版 

２ページ 

○所得税の調査等の

状況 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計

の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。 

   ４ 追徴税額（本税）には、復興特別所得税額を含む。 

   ５ 実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。 

 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計

の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。 

   ４ 追徴税額（本税）には、復興特別所得税額を含む。 

   ５ 実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。 

 

 

※下線部が訂正箇所である。 
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※下線部が訂正箇所である。 

訂正箇所 正 誤 

広島県版 

４ページ 

Ⅰ 調査等の状況 

２ 消費税（個人事

業者）の調査等の

状況 

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 433 件（前事務

年度 342 件）、着眼調査が 89件（同 85 件）であり、簡易

な接触の件数は 630 件（同 733 件）となっています。 

 これらの調査等の合計件数は 1,152 件（同 1,160 件）であ

り、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 750 件（同

894 件）となっています。 

 

⑵ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、418 百万円（同 283 百万円）

であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは 404 百

万円（同 270 百万円）、着眼調査によるものは 14百万円

（同 12 百万円）となっています。 

なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、

800 千円（同 662 千円）となっており、前事務年度に比べ

増加しています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 48百万円（同 107 百

万円）となっており、調査等合計では 466 百万円（同 390

百万円）となっています。 

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 433 件（前事務

年度 342 件）、着眼調査が 89件（同 85 件）であり、簡易

な接触の件数は 629 件（同 733 件）となっています。 

 これらの調査等の合計件数は 1,151 件（同 1,160 件）であ

り、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 749 件（同

894 件）となっています。 

 

⑵ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、418 百万円（同 283 百万円）

であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは 404 百

万円（同 270 百万円）、着眼調査によるものは 14百万円

（同 12 百万円）となっています。 

なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、

800 千円（同 662 千円）となっており、前事務年度に比べ

増加しています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 48百万円（同 107 百

万円）となっており、調査等合計では 466 百万円（同 390

百万円）となっています。 
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訂正箇所 正 誤 

広島県版 

４ページ 

○消費税（個人事業

者）の調査等の状

況 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計

の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

３ 消費税の追徴税額には、地方消費税（譲渡割額）を含む。 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計

の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 消費税の追徴税額には、地方消費税（譲渡割額）を含む。 

 

※下線部が訂正箇所である。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況 正誤表】 

 
訂正箇所 正 誤 

山口県版 

１ページ 

Ⅰ 調査等の状況 

１ 所得税の調査等

の状況 

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 361 件（前事務

年度 478 件）、着眼調査が 107 件（同 174 件）であり、簡

易な接触の件数は 4,004 件（同 5,901 件）となっていま

す。 

 これらの調査等の合計件数は 4,472 件（同 6,553 件）であ

り、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 3,413 件

（同 4,804 件）となっています。 

 

⑵ 申告漏れ所得（調査等の対象となった全ての年分の合計）

金額の状況 

 実地調査による申告漏れ所得金額は、3,934 百万円（同

4,832 百万円）であり、そのうち特別調査・一般調査によ

るものは 3,606 百万円（同 4,295 百万円）、着眼調査によ

るものは 328 百万円（同 536 百万円）となっています。 

 また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は 5,575 百万円

（同 6,780 百万円）となっており、調査等合計では 9,509

百万円（同 11,611 百万円）となっています。 

 

⑶ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、912 百万円（同 911 百万円）

であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは 888 百

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 361 件（前事務

年度 478 件）、着眼調査が 107 件（同 174 件）であり、簡

易な接触の件数は 4,002 件（同 5,901 件）となっていま

す。 

 これらの調査等の合計件数は 4,470 件（同 6,553 件）であ

り、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 3,412 件

（同 4,804 件）となっています。 

 

⑵ 申告漏れ所得（調査等の対象となった全ての年分の合計）

金額の状況 

 実地調査による申告漏れ所得金額は、3,934 百万円（同

4,832 百万円）であり、そのうち特別調査・一般調査によ

るものは 3,606 百万円（同 4,295 百万円）、着眼調査によ

るものは 328 百万円（同 536 百万円）となっています。 

 また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は 5,571 百万円

（同 6,780 百万円）となっており、調査等合計では 9,505

百万円（同 11,611 百万円）となっています。 

 

⑶ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、912 百万円（同 911 百万円）

であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは 888 百
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万円（同 887 百万円）、着眼調査によるものは 23百万円

（同 24 百万円）となっています。 

なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、

1,948 千円（同 1,397 千円）となっており、前事務年度に

比べ増加しています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 202 百万円（同 1,435

百万円）となっており、調査等合計では 1,114 百万円（同

2,346 百万円）となっています。 

万円（同 887 百万円）、着眼調査によるものは 23百万円

（同 24 百万円）となっています。 

なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、

1,948 千円（同 1,397 千円）となっており、前事務年度に

比べ増加しています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 202 百万円（同 1,435

百万円）となっており、調査等合計では 1,113 百万円（同

2,346 百万円）となっています。 

※下線部が訂正箇所である。 
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訂正箇所 正 誤 

山口県版 

２ページ 

○所得税の調査等

の状況 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計

の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。 

   ４ 追徴税額（本税）には、復興特別所得税額を含む。 

   ５ 実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。 

 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計

の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。 

   ４ 追徴税額（本税）には、復興特別所得税額を含む。 

   ５ 実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。 

 

 

※下線部が訂正箇所である。 

 


